
●受講料●１名〈税込み、資料代含む〉 
 

正会員 32,400 円 本体価格 30,000 円 

一 般 35,640 円 本体価格 33,000 円 
 

●正会員の登録の有無など、よくあるご質問（FAQ）は、 

当会ホームページでご確認いただけます。 

（〔ＴＯＰ〕→〔公開セミナー〕→〔よくあるご質問〕） 

●お申込み後（開催日１週間～１０日前までに）受講票・

請求書をお送り致します。 

●お申込後のキャンセルは原則お受け致しかねますので、 

ご都合が悪くなった際は、代理出席をお願い致します。 

●最少催行人数に満たない場合ほか、諸般の事情により

開催を中止させていただく場合もございます。 

●本申込書をＦＡＸでお送りいただく際は、ご使用のＦ

ＡＸ機の使用方法（０発信の有無など）をご確認の上、

番号をお間違えないようご注意ください。 

一般社団法人企業研究会  
担当：福山 E-mail：fukuyama@bri.or.jp 
〒102-0083  

東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町 M-SQUARE 2F 

TEL 03-5215-3550   FAX 03-5215-0951 

 

 

～中国における～                    ≪日本語によるご講演＞ 

営業利益の最大化のための商業賄賂リスク対応＝監査体制の整備＝ 
～11月に大幅改正された不正競争防止法、商業賄賂取締りの今後の方向性～      

■日 時  ２０１７年１２月７日（木）13:00～1７ :０0 

■会 場  東京・平河町  厚生会館６階・銀杏の間 TEL: 03-３２６４-１２４１ 

■講 師  北京市金杜法律事務所 パートナー弁護士   劉 新宇氏 
「中国商業賄賂規制コンプライアンスの実務」（株）商事法務出版、日本語）監修 

 
１．商業賄賂防止をめぐる基礎知識 

(1) 「商業賄賂」と営業利益  
(2) 賄賂の手段 
(3) 賄賂の主体   
(4) 商業賄賂により問われる法的責任  
(5) 賄賂行為により成立しうる犯罪類型  
(6) 単位犯罪と個人犯罪の区別 

２．最近の商業賄賂防止の実務状況 
(1) 刑法改正案等による立件基準の更新 
(2) 日増しに厳格化する商業賄賂防止の法執行 
(3) 商業賄賂取締りの実務における代表的な事例 

３．不正競争防止法改正の要点 
(1) 不正競争行為の規制対象範囲の調整 
 ①混同行為（フリーライド） 
 ②商業賄賂行為 
 ③虚偽のオンライン宣伝による詐欺行為 
 ④インターネットを利用した行為 
(2) 法的執行力の増大 
(3)法的責任の明確化とその加重 

４．営業利益の確保と商業賄賂の防止 
(1) 最近の商業賄賂取締りの趨勢 
(2) 営業利益の確保と商業賄賂防止の兼合い 

5．商業賄賂の監査体制と対応策の整備 
(1) 賄賂行為発見のための内部通報制度の構築 
(2) 日常的な経営における商業賄賂の防止策 
(3) 当局による商業賄賂に関する抜き打ち調査への対応策 

  ①窓口担当者の対応 
  ②初回面談時の注意点 
  ③事情聴取の対応 
  ④ファイル資料・電子データの提出要請 ⑤立入調査終了後の対応 
 

 

 

[開催趣旨] 

 

近年、企業を対象とした商業賄賂の摘発が強化

され、日系企業をめぐる関連事件も少なくありま

せん。特に、中国では、民間企業間の取引におい

ても商業賄賂が成立するため、その独特な商習慣

も相俟って、中国人従業員のみならず、日本人駐

在員もその行為者として罰せられるリスクが存

在します。それゆえ、中国において法令を遵守し

ながら、利益の最大化を図るためには、商業賄賂

の判断基準をしっかりと理解し、監査等の手段に

よりその対策を講じることが大変重要になりま

す。今回のセミナーでは、長年にわたり商業賄賂

に関する案件を多数取り扱われてきた中国弁護

士を講師に迎え、中国における商業賄賂関連業

務、並びに 11 月４日に大幅改正された不正競争

防止法の内容及びインパクトについて日本語で

分かりやすくご解説いただきます。 

[講師紹介] 

劉 新宇氏 

北京市金杜法律事務所 パートナー弁護士 

中国政法大学大学院 特任教授 

上海復旦大学卒業。早稲田大学大学院修士（法学）。

90 年中国労働省入省、同省直轄の大手企業におい

て総務副部長、法務部長を歴任。95 年より弁護士

として活動。丸紅株式会社法務部中国法顧問を経て

現職。現在、中国国際経済貿易仲裁委員会（CIETAC）

仲裁人、日本商事仲裁協会（JCA）仲裁人、中国人

民大学法学院税関・外為法研究所所長、中国社会科

学院法学研究所私法研究センター研究員等。 

申込方法 ホームページからのお申込みが便利です。https://www.bri.or.jp 
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Ｅメール  

【個人情報の利用目的】お客様の個人情報は、お申込受付後のご連絡やご請求等を行うため、また、 
ダイレクトメールの発送等、当会主催の各種事業をご案内するために利用させて頂きます。 

https://www.bri.or.jp/

